
墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 
改  正  案 現     行 

目次 

 第１章～第６章 〔略〕 

 第７章 雑則（第２６条） 

 第８章 〔略〕 

 付則 

 （保険料の賦課額） 

第１４条の２ 保険料の賦課額は、被保険者である

世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３

３年政令第３６２号。以下「政令」という。）第

２９条の７第１項に規定する基礎賦課額をいう。

以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同

項に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。

以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（同

項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同

項に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。）の合算額とする。 

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算

定） 

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

当該年度分の住民税額（都民税額及び特別区民税

額の合算額（地方税法第５０条の２及び第３２８

条の規定によって課する所得割の額並びに同法第

２４条第１項の規定によって課する利子割額、配

当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。）をい

う。以下同じ。）に第１５条の４の所得割の保険

料率を乗じて算定する。 

 

 

 

２ 〔略〕 

３ 一般被保険者につき、前２項の住民税額がない

場合は、当該一般被保険者に係る市町村における

当該年度分の都道府県民税額及び市町村民税額

を、東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５

６号）及び墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田

目次 

 第１章～第６章 〔略〕 

 第７章 雑則（第２６条・第２６条の２） 

 第８章 〔略〕 

 付則 

 〔同左〕 

第１４条の２ 保険料の賦課額は、被保険者である

世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定

した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３

３年政令第３６２号）第２９条の７第１項に規定

する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高

齢者支援金等賦課額（同項に規定する後期高齢者

支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護

納付金賦課被保険者（同項に規定する介護納付金

賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定し

た介護納付金賦課額（同項に規定する介護納付金

賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とする。 

 

 〔同左〕 

 

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

当該年度分の住民税額（都民税額及び特別区民税

額の合算額（所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第３０条第１項に規定する退職手当等（同法

第３１条において退職手当等とみなされる一時金

を含む。以下「退職手当等」という。）に係るも

の並びに地方税法第２４条第１項に規定する利子

割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額（以下

「利子割額等」という。）を除く。）をいう。以

下同じ。）に第１５条の４の所得割の保険料率を

乗じて算定する。 

２ 〔略〕 

３ 一般被保険者につき、前２項の住民税額がない

場合は、当該一般被保険者に係る市町村における

当該年度分の都道府県民税額及び市町村民税額

を、東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５

６号）及び墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田



区条例第４３号）に定める算定方法によって算定

し直した額の合算額（地方税法第５０条の２及び

第３２８条の規定によって課する所得割の額並び

に同法第２４条第１項の規定によって課する利子

割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除

く。）をもって第１項の住民税額とみなす。 

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１５条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の６８（一般被保険者に係

る基礎賦課総額の１００分の５５に相当する額

を一般被保険者に係る当該年度の住民税額の見

込額（政令第２９条の７第２項第６号ただし書

に規定する場合にあっては、国民健康保険法施

行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。以下

「省令」という。）第３２条の９に規定する方

法により補正された後の金額）の総額で除して

得た数） 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率） 
第１５条の１２ 一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の２６（一般被保険者に係

る後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の５

５に相当する額を一般被保険者に係る当該年度

の住民税額の見込額（政令第２９条の７第３項

第５号ただし書に規定する場合にあっては、省

令第３２条の９の２に規定する方法により補正

された後の金額）の総額で除して得た数） 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護

納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の１６（介護納付金賦課総

額の１００分の５０に相当する額を介護納付金

賦課被保険者に係る当該年度の住民税額の見込

額（政令第２９条の７第４項第５号ただし書に

区条例第４３号）に定める算定方法によって算定

し直した額の合算額（退職手当等に係るもの及び

利子割額等を除く。）をもって第１項の住民税額

とみなす。 

 

 

 〔同左〕 

第１５条の４ 〔同左〕 

 

 ⑴ 所得割 １００分の６８（一般被保険者に係

る基礎賦課総額の１００分の５５に相当する額

を一般被保険者に係る当該年度の住民税額の見

込額の総額で除して得た数） 

 

 

 

 

 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１５条の１２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 所得割 １００分の２６（一般被保険者に係

る後期高齢者支援金等賦課総額の１００分の５

５に相当する額を一般被保険者に係る当該年度

の住民税額の見込額の総額で除して得た数） 

 

 

 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１６条の４ 〔同左〕 

 

 ⑴ 所得割 １００分の１６（介護納付金賦課総

額の１００分の５０に相当する額を介護納付金

賦課被保険者に係る当該年度の住民税額の見込

額の総額で除して得た数） 



規定する場合にあっては、省令第３２条の１０

に規定する方法により補正された後の金額）の

総額で除して得た数） 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （延滞金） 

第２２条 保険料の納付義務者は、納期限後にその

保険料を納付する場合においては、当該納付金額

に、その納期限の翌日から納付までの期間の日数

に応じ、当該金額が２，０００円以上（１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）であるときは当該金額につき年１４．６

パーセント（当該納期限の翌日から３月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付しなければならない。ただ

し、延滞金額に１００円未満の端数があるとき、

又はその全額が１，０００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 〔略〕 

 （徴収猶予） 

第２３条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号

のいずれかに該当することによりその納付すべき

保険料の全部又は一部を一時に納付することがで

きないと認める場合においては、その申請によっ

て、その納付することができないと認められる金

額を限度として、６か月以内の期間を限って徴収

を猶予することができる。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （保険料の減免） 

第２４条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第１項の規定により、保険料の減免を受けた者

は、その理由が消滅した場合においては、直ちに

その旨を区長に申告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２２条 保険料の納付義務者は、納期限後にその

保険料を納付する場合においては、当該納付金額

に、その納期限の翌日から納付までの期間の日数

に応じ、当該金額が２，０００円以上（１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）であるときは当該金額につき年１４．６

パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付しなければならない。ただ

し、延滞金額に１００円未満の端数があるとき又

はその全額が１，０００円未満であるときは、そ

の端数金額またはその全額を切り捨てる。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２３条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号

のいずれかに該当することによりその納付すべき

保険料の全部又は一部を一時に納付することがで

きないと認める場合においては、その申請によっ

て、その納付することができないと認められる金

額を限度として、６箇月以内の期間を限って徴収

を猶予することができる。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２４条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第１項の規定により、保険料の減免を受けた者

は、その理由が消滅した場合においては、ただち

にその旨を区長に申告しなければならない。 

 （被保険者証の交付に関する特例） 

第２６条 区の区域内に住所を有するに至ったこと

により被保険者の資格を取得した者について、被

保険者証の交付の請求があった場合においては、



 

 

 

 （委任） 

第２６条 この条例の施行について必要な事項は、

区長が定める。 

   付 則 

 （公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特

例） 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得（以下「公

的年金等所得」という。）について同条第４項に

規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上であ

る者に係るものに限る。）の控除を受けた場合に

おける第１９条の２の規定の適用については、同

条中「地方税法第７０３条の５第１項の規定の例

により、算定した総所得金額」とあるのは「地方

税法第７０３条の５第１項の規定の例により、算

定した総所得金額（所得税法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得については、同条第

２項第１号の規定によって計算した額から１５万

円を控除した額）」とする。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料減

額の特例） 

第４条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３３条

の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合に

おける第１９条の２の規定の適用については、同

条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに地方税法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とす

る。 

 （長期譲渡所得等に係る保険料減額の特例） 

第５条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３４条

第４項の譲渡所得を有する場合における第１９条

の２の規定の適用については、同条中「及び山林

所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並び

区は、その請求があった日から起算して３箇月を

経過するまでの間において当該被保険者証を交付

するものとする。 

 〔同左〕 

第２６条の２ 〔同左〕 

 

   付 則 

 〔同左〕 

 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に

所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得（以下「公的年金等所得」という。）に

ついて同条第４項に規定する公的年金等控除額

（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）

の控除を受けた場合における第１９条の２の規定

の適用については、この規定中「地方税法第７０

３条の５第１項の規定の例により、算定した総所

得金額」とあるのは「地方税法第７０３条の５第

１項の規定の例により、算定した総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係

る所得については、同条第２項第１号の規定に

よって計算した額から１５万円を控除した額）」

とする。 

 〔同左〕 

 

第４条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３３条

の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合に

おける第１９条の２の規定の適用については、こ

の規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに地方税法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

とする。 

 〔同左〕 

第５条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３４条

第４項の譲渡所得を有する場合における第１９条

の２の規定の適用については、この規定中「及び

山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額



に地方税法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

２ 〔略〕 

 （株式等に係る譲渡所得等に係る保険料減額の特

例） 

第６条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３５条

の２第６項の株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第１９条の２の規定の適用について

は、同条中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに地方税法附則第３５条の２

第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の３第１１項の適用がある場

合には、その適用後の金額）」とする。 

２ 地方税法附則第３５条の２の６第１５項の規定

の適用がある場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金

額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）」とす

る。 

 （上場株式等に係る配当所得に係る保険料減額の

特例） 
第６条の２ 世帯主又はその世帯に属する被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３

３条の２第５項の配当所得を有する場合における

第１９条の２の規定の適用については、同条中

「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所

得金額並びに地方税法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とす

る。 
 （上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越

控除に係る保険料減額の特例） 
第６条の３ 世帯主又はその世帯に属する被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３

５条の２の６第１１項又は第１５項の適用を受け

る場合における前条の規定の適用については、同

条中「上場株式等に係る配当所得の金額」とある

のは、「上場株式等に係る配当所得の金額（同法

附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規

並びに地方税法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」とする。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第６条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３５条

の２第６項の株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第１９条の２の規定の適用について

は、この規定中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに地方税法附則第３５条

の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の３第１１項の適用があ

る場合には、その適用後の金額）」とする。 

２ 地方税法附則第３５条の２の６第７項の規定の

適用がある場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」

とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）」とする。 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 



定の適用がある場合には、その適用後の金額）」

とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る保険料減額の特

例） 

第７条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３５条

の４第４項の先物取引に係る事業所得又は雑所得

を有する場合における第１９条の２の規定の適用

については、同条中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第３

５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」とする。 

２ 〔略〕 

 （平成２１年１０月から平成２３年３月までの間

の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置） 
第１２条 平成２１年１０月１日から平成２３年３

月３１日までの間に出産したときに支給する出産

育児一時金についての第１０条の規定の適用につ

いては、同条第１項中「３８万円」とあるのは、

「４２万円」とする。 

 

 

 〔同左〕 

 

第７条 世帯主又はその世帯に属する被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が地方税法附則第３５条

の４第４項の先物取引に係る事業所得又は雑所得

を有する場合における第１９条の２の規定の適用

については、この規定中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則

第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。 

２ 〔略〕 

 

 

 
〔新設〕 

   付 則 
１ この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。ただし、目次の改正規定、第１４条

の２、第１５条、第１５条の４第１項、第１５条の１２第１項、第１６条の４第１項、第

２３条第１項及び第２４条第４項の改正規定、第２６条を削り、第２６条の２を第２６条

とする改正規定並びに付則第３条、第４条、第５条第１項、第６条第１項及び第７条第１

項の改正規定は公布の日から、第２２条第１項の改正規定、付則第６条第２項の改正規定

及び同条の次に２条を加える改正規定並びに次項の規定は平成２２年１月１日から施行す

る。 
２ この条例による改正後の第２２条第１項の規定は、平成２２年１月１日以後に納期限の

到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延

滞金については、なお従前の例による。 


